
 

 

別表 2 

個人情報の開示等 手続き案内 
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〔本人限定受取郵便〕により、指定された送付先に回答を送付します。 
※ 本人限定受取郵便は、郵便事業株式会社の提供する、郵便物を受け取り人本人に限ってお渡しするサービスです。


